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令和 元 年 ８ 月 30 日

第 １３２３５ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

石川県告示第148号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定する特定調達

契約につき､ 一般競争入札の落札者を決定したので､ 次のとおり落札者等について告示する。

　　令和元年８月30日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　落札に係る物品等の名称､ 数量及び調達方法

　　インターネット情報提供機器　借上　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　石川県総務部行政経営課情報システム室

　　金沢市鞍月１丁目１番地

３　落札者を決定した日

　　令和元年８月８日

４　落札者の名称及び所在地

　　富士通リース株式会社　北陸支店

　　金沢市昭和町16番１号

５　落札金額

　　36,788,400円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　一般競争入札の公告を行った日

　　令和元年６月28日

石川県告示第149号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第101条第１項の規定により、令和元年第４回石川県議会定例会を次のとおり

招集する。

　　　　告　　　示
○一般競争入札の落札者等 （行政経営課）　１

○石川県議会定例会の招集 （財　政　課）　１

○一般競争入札の落札者等 （管　財　課）　２

○青少年に有害な興行の指定 （少子化対策監室）　２

○石川県農業近代化資金利子補給金交付要綱の一部改正

 （農業政策課）　３

○県道の区域の変更 （道路整備課）　３

○県道の供用の開始 （　　同　　）　３

○道路の占用を制限する区域の指定 （　　同　　）　４

○本多の森公園の区域の変更 （公園緑地課）　４

　　　　公　　　告
○平成31年度前期３級技能検定合格者公告 （労働企画課）　４

○農業振興地域の区域の変更公告 （農業政策課）　６

○農用地利用配分計画の認可公告 （　　同　　）　６

○道路の位置の指定公告 （建築住宅課）　７

　　　　公安委員会
○石川県公安委員会が行う交通の規制の一部改正 　７

　　　　選挙管理委員会
○政治団体の届出の公表 　９

○政治団体の届出事項の異動の届出の公表 　10

○政治団体の解散の届出の公表 　10

○資金管理団体でなくなった旨の届出の公表 　10

目　　　　　　　　　　　次

告　　　　　　　　示
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　　令和元年８月30日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　招集期日

　　令和元年９月６日

２　場所

　　金沢市

石川県告示第150号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定する特定調達

契約につき、一般競争入札の落札者を決定したので、次のとおり落札者等について告示する。

　　令和元年８月30日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　落札に係る物品等の名称、数量及び調達方法

　　気象観測装置10式　購入　

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　石川県総務部管財課

　　金沢市鞍月１丁目１番地

３　落札者を決定した日

　　令和元年８月８日

４　落札者の名称及び所在地

　　轟産業株式会社

　　福井県福井市毛矢３丁目２番４号

５　落札金額

　　46,035,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　一般競争入札の公告を行った日

　　令和元年６月28日

石川県告示第151号

　いしかわ子ども総合条例（平成19年石川県条例第18号）第41条第１項の規定により、次の興行を青少年に有害なも

のとして指定した。

　　令和元年８月30日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　有害興行

興行の種類 興　　　　行　　　　　名 配 給 会 社 名

映 画 バージン協奏曲　それゆけ純白パンツ！ オ ー ピ ー 映 画

〃 好き好きエロモード　我慢しないで！ オ ー ピ ー 映 画

〃 濡れ絵筆　家庭教師と息子の嫁 オ ー ピ ー 映 画

〃 不倫、変態、悶々弔問 オ ー ピ ー 映 画

〃 解放区
ス ペ ー ス シ ャ ワ ー

ネ ッ ト ワ ー ク

〃 喪服未亡人　危険な戯れ 新 東 宝 映 画

〃 性の劇薬 フューチャーコミックス

〃 おせんち酒場　君も濡れる街角 オ ー ピ ー 映 画

〃 風俗図鑑　ヤレない男たち オ ー ピ ー 映 画

〃 淫美談　アノコノシタタリ オ ー ピ ー 映 画
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２　指定の理由

　 　内容の全部又は一部が、著しく青少年の性的感情を刺激し、又は著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、

若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるものである。

３　指定年月日

　　令和元年８月30日

石川県告示第152号

　石川県農業近代化資金利子補給金交付要綱（昭和46年石川県告示第263号）の一部を次のように改正する。

　　令和元年８月30日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

　第２条の表第１号から第３号までの規定中「年1.27％～年1.37％」を「年1.28％～年1.38％」に、「年0.87％」を「年 

0.88％」に改め、同表第４号中

「
年1.27％

～

年1.37％

年1.27％ 年0.87％

」

を

「
1.28％

～

年1.38％

年1.28％ 年0.88％

」

に改め、同表第５号中「年1.27％～年1.37％」

を「年1.28％～年1.38％」に改め、同表第６号中「年1.27％」を「年1.28%」に、「年0.87％」を「年0.88％」に改め、

同表第７号中「年1.27％～年1.37％」を「年1.28％～年1.38％」に、「年0.87％」を「年0.88％」に改め、同表第８号中「年

1.27％」を「年1.28%」に改める。

　　　附　則

（施行期日）

１　この告示は、公表の日から施行する。

（経過措置）

２ 　この告示による改正後の第２条の規定は、令和元年８月20日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用

し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

３ 　令和元年８月20日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定に

かかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率

を定めるものとする。

石川県告示第153号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり県道の区域を変更した。

　なお、その関係図面は、令和元年８月30日から同年９月13日まで縦覧に供する。

　　令和元年８月30日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

路　線　名
道　　　路　　　の　　　区　　　域 関係図面の

縦 覧 場 所変　　更　　の　　区　　間 旧新別 敷地の幅員（ｍ） 延長（ｍ）

小松山中線
小松市上荒屋町カ61番４地先から

小松市那谷町リ52番７地先まで

旧 9.40～ 33.50 240.0
南加賀土木

総合事務所

維持管理課新 14.90～ 48.20 240.0

石川県告示第154号

　次のとおり県道の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、告示する。

　なお、その関係図面は、令和元年８月30日から同年９月13日まで縦覧に供する。

　　令和元年８月30日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　



4 令和元年８月 30日（金曜日） 第 1 3 2 3 5 号石　川　県　公　報

路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 供 用 開 始 の 期 日
関係図面の

縦 覧 場 所

小松山中線
小松市上荒屋町カ61番４地先から

小松市那谷町リ52番７地先まで
令 和 元 年 ８ 月 30 日

南加賀土木

総合事務所

維持管理課

石川県告示第155号

　道路法（昭和27年法律第180号）第37条第１項の規定により、次のとおり道路の占用を制限する区域を指定する。

　なお、その関係図面は、令和元年８月30日から同年９月13日まで縦覧に供する。

　　令和元年８月30日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　道路の種類、路線名、占用を制限する区域及び関係図面の縦覧場所

道路の種類 路線名 占用を制限する区域 関係図面の縦覧場所

県　道 小松山中線
小松市上荒屋町カ61番４地先から

小松市那谷町リ52番７地先まで
南加賀土木総合事務所維持管理課

２　制限の対象とする占用物件

　 　新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを

除く。）

　 　ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができな

いと認められる場合は、この限りでない。

３　占用を制限する理由

　　緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

４　占用の制限の開始の期日

　　令和元年８月30日

石川県告示第156号

　石川県都市公園条例（昭和39年石川県条例第59号）第２条第２項の本多の森公園の区域を次のとおり変更する。

　　令和元年８月30日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

変 更 の 内 容 区　　　　　域 供用開始の日

金沢市石引４丁目の一部を追加する。 別図のとおり

（別図は、省略し、石川県土木部公園緑地課及び

金沢城・兼六園管理事務所において縦覧に供する。）

令和元年８月31日

平成31年度前期３級技能検定合格者公告

　平成31年度前期３級技能検定（金属熱処理を除く。）に合格した者は、次のとおりである。

　　令和元年８月30日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

園芸装飾

　室内園芸装飾作業

 Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ａ甲０００９

 Ａ甲００１０ Ａ甲００１２ Ａ甲００１５ Ａ甲００１６ Ａ甲００１７

造園

公　　　　　　　　告
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　造園工事作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００８ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１

 Ａ甲００１２ Ａ甲００１５ Ａ甲００１６ Ａ甲００１８ Ａ甲００１９ Ａ甲００２０

 Ａ甲００２１ Ａ甲００２２ Ａ甲００２３ Ａ甲００２４ Ａ甲００２５ Ａ甲００２６

 Ａ甲００２７ Ａ甲００２８

機械加工

　普通旋盤作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ａ甲０００８

 Ａ甲００１０ Ａ甲００１２ Ａ甲００１３ Ａ甲００１４ Ａ甲００１７ Ａ甲００１８

 Ａ甲００１９ Ａ甲００２０ Ａ甲００２１ Ａ甲００２２ Ａ甲００２４ Ａ甲００２５

 Ａ甲００２６ Ａ甲００３０ Ａ甲００３１ Ａ甲００３３ Ａ甲００３４ Ａ甲００３５

 Ａ甲００３６ Ａ甲００３７ Ａ甲００３８ Ａ甲００３９ Ａ甲００４２ Ａ甲００４３

 Ａ甲００４５ Ａ甲００４６ Ａ甲００４８ Ａ甲００４９ Ａ甲００５０ Ａ甲００５３

 Ｂ０００１ Ｂ０００２ Ｂ０００３ Ｂ０００４ Ｂ０００５ Ｂ０００６

 Ｂ０００７ Ｂ０００８ Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４

 Ｃ０００５

　数値制御旋盤作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００７

 Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１２ Ａ甲００１３ Ａ甲００１４

 Ａ甲００１６ Ａ甲００１７ Ａ甲００１９ Ａ甲００２０ Ａ甲００２２ Ａ甲００２３

 Ａ甲００２６ Ａ甲００２７ Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４

 Ｃ０００５ Ｃ０００６ Ｃ０００７ Ｃ０００８ Ｃ０００９ Ｃ００１０

 Ｃ００１１ Ｃ００１２ Ｃ００１３ Ｃ００１４ Ｃ００１６ Ｃ００１７

 Ｃ００１８ Ｃ００１９ Ｃ００２１ Ｃ００２２ Ｃ００２３ Ｃ００２４

 Ｃ００２５ Ｃ００２６ Ｃ００２７

　フライス盤作業

 Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ａ甲０００８

 Ａ甲０００９ Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４ Ｃ０００５

 Ｃ０００６ Ｃ０００７ Ｃ０００９ Ｃ００１０ Ｃ００１１ Ｃ００１２

 Ｃ００１５ Ｃ００１６ Ｃ００１７ Ｃ００１９ Ｃ００２０ Ｃ００２１

 Ｃ００２２ Ｃ００２３ Ｃ００２４

　マシニングセンタ作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６

 Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２ Ａ甲００１３

 Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４ Ｃ０００５ Ｃ０００６

 Ｃ０００７ Ｃ０００８ Ｃ０００９ Ｃ００１０ Ｃ００１１ Ｃ００１２

 Ｃ００１３ Ｃ００１４ Ｃ００１５

仕上げ

　機械組立仕上げ作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００４

機械検査

　機械検査作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００８ Ａ甲００１０

 Ａ甲００１３ Ａ甲００１４ Ａ甲００１５ Ａ甲００１６ Ａ甲００１７ Ａ甲００１８

 Ａ甲００１９ Ａ甲００２０ Ａ甲００２１ Ａ甲００２２ Ａ甲００２３ Ａ甲００２４

 Ａ甲００２５ Ａ甲００２６ Ａ甲００２７ Ａ甲００２８ Ａ甲００２９ Ａ甲００３０

 Ａ甲００３１ Ａ甲００３２ Ａ甲００３３ Ａ甲００３９ Ａ甲００４１ Ａ甲００４３

 Ａ甲００４４ Ａ甲００４５ Ａ甲００４６ Ａ甲００４９ Ａ甲００５０ Ａ甲００５１
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 Ａ甲００５２ Ａ甲００５３ Ａ甲００５５ Ａ甲００５６ Ａ甲００５７ Ａ甲００６１

 Ａ甲００６４ Ａ甲００６６ Ａ甲００６７ Ａ甲００７３ Ｂ０００１ Ｂ０００２

 Ｂ０００６ Ｂ０００８ Ｂ００１５ Ｂ００１９ Ｂ００２０ Ｂ００２１

 Ｂ００２２ Ｂ００２３ Ｂ００２４ Ｂ００２５ Ｂ００２６ Ｂ００２７

 Ｂ００２９ Ｂ００３０ Ｂ００３１ Ｂ００３３ Ｂ００３４ Ｂ００３５

 Ｂ００３６ Ｂ００３７ Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４

 Ｃ０００５ Ｃ０００６ Ｃ０００７ Ｃ０００８

電子機器組立て

　電子機器組立て作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６

 Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２

 Ａ甲００１３ Ａ甲００１４ Ａ甲００１６ Ａ甲００１７ Ａ甲００１８ Ａ甲００２０

 Ａ甲００２１ Ａ甲００２２ Ａ甲００２３ Ａ甲００２６ Ａ甲００２７ Ａ甲００３０

 Ａ甲００３４ Ａ甲００３５ Ａ甲００３６ Ａ甲００３７ Ａ甲００３９ Ａ甲００４０

 Ａ甲００４１ Ａ甲００４２ Ａ甲００４３ Ａ甲００４４ Ａ甲００４５ Ａ甲００４６

 Ａ甲００４７ Ａ甲００４８ Ａ甲００４９ Ａ甲００５０ Ａ甲００５１ Ａ甲００５２

 Ａ甲００５３ Ａ甲００５４ Ａ甲００５５ Ａ甲００５６ Ｄ０００１

建築大工

　大工工事作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ｂ０００１ Ｃ０００１ Ｃ０００２

 Ｃ０００３

舞台機構調整

　音響機構調整作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００６ Ａ甲０００８ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２

フラワー装飾

　フラワー装飾作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６

 Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１１ Ａ甲００１３ Ａ甲００１４

 Ａ甲００１５

農業振興地域の区域の変更公告

　農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第７条第１項の規定により、能美市に係る農業振興地域

の区域を次のとおり変更する。

　なお、能美農業振興地域の変更区域図は、石川県農林水産部農業政策課において縦覧に供する。

　　令和元年８月30日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

農業振興地域名 農 業 振 興 地 域 を 変 更 す る 区 域

能　美 能美農業振興地域について、福島町の一部を区域から除外する。

農用地利用配分計画の認可公告

　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農用地利用配分計画

を次のとおり認可した。

　　令和元年８月30日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　
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１　農用地利用配分計画の概要

賃 借 権 の 設 定 等 を 受 け る 者
賃借権の設定等を受ける土地

氏 名 又 は 名 称 住　　所

株式会社　ファーム菜四季 金沢市 鳳珠郡穴水町字旭ケ丘い37番ほか13筆

農事組合法人　紺多農園 白山市 白山市水島1299番

近藤　秀彦 小松市 小松市高堂町ロ180番１ほか１筆

株式会社　ホープいな穂 能美郡川北町 能美郡川北町橘10番ほか15筆

農事組合法人　あいかみ 羽咋郡志賀町 羽咋郡志賀町相神お19番ほか83筆

横道　勝 羽咋郡志賀町 羽咋郡志賀町相神る70番ほか15筆

農事組合法人　刈安営農組合 河北郡津幡町 河北郡津幡町字原17番ほか115筆

農事組合法人　大場坊主の里 金沢市 金沢市大場町西1738番１ほか11筆

有限会社　あさひ 白山市 金沢市打木町東1500番ほか５筆

北川　雅士 金沢市 金沢市打木町東1591番

出村　進 鳳珠郡能登町 鳳珠郡能登町字笹川水部31番ほか２筆

２　認可年月日

　　令和元年８月30日

道路の位置の指定公告

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。

　　令和元年８月30日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

関係土地の地名及び地番 道路の幅員及び延長 位置指定申請者 指定年月日

河北郡津幡町字中須加へ17番１、

18番１、21番２、22番２及び水路

の無籍地の一部

幅員　6.00ｍ

延長　52.20ｍ

金沢市保古１丁目28番地

株式会社ハクトー
令和元年８月15日

石川県公安委員会告示第47号

　石川県公安委員会が行う交通の規制（昭和47年石川県公安委員会告示第48号）の一部を次のように改正する。

　　令和元年８月30日

 石 川 県 公 安 委 員 会　

　別表第２（一方通行の指定）金沢東警察署管内の表14の項及び89の項を次のように改める。

14 削　　　　　　　　　　除

89 削　　　　　　　　　　除

　別表第２（一方通行の指定）金沢西警察署管内の表61の項を次のように改める。

61
国道８号（山側

副道）

金沢市駅西新町３丁目21番20号先から

金沢市駅西新町３丁目３番16号先まで

約350

メートル
終日 車両

国道８号南新保

交差点方向から

西念交差点方向

に至る方向

公　安　委　員　会
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　別表第４（指定方向外進行禁止）金沢西警察署管内の表578の項、579の項、580の項及び583の項を次のように改める。

578
市道押野11号森

戸２丁目線５号
金沢市神野町東202番地先

御経塚方向から

新保本４丁目方

向への右折

自動車及び原

動機付自転車

７：30から

８：30まで

（土日休日を

除く）

579
市道押野10号森

戸１丁目線８号
金沢市森戸１丁目53番地２先

押野町方向から

矢木３丁目方向

への右折

自動車及び原

動機付自転車

７：30から

８：30まで

（土日休日を

除く）

580
市道押野10号森

戸１丁目線８号
金沢市森戸１丁目76番地１先

御経塚方向から

矢木３丁目方向

への左折

自動車及び原

動機付自転車

７：30から

８：30まで

（土日休日を

除く）

583
市道押野11号森

戸２丁目線５号
金沢市森戸２丁目33番地２先

神野町方向から

新保本４丁目方

向への左折

自動車及び原

動機付自転車

７：30から

８：30まで

（土日休日を

除く）

　別表第４（指定方向外進行禁止）白山警察署管内の表202の項を次のように改める。

202 削　　　　　　　　　　除

　別表第９（追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止）自動車専用道の表11の項を次のように改める。

11
主要地方道金沢

田鶴浜線

羽咋市柳田町69字75番地３先から

鳳珠郡穴水町字天神谷ヨ字32番地２先まで

（羽咋市上中山町コ18番地先から羽咋郡志賀町上棚と７番２地先

まで約3,600メートル

　羽咋郡志賀町火打谷開之部19番地２先から羽咋郡志賀町舘開へ

之部10番地７先まで約1,800メートル

　羽咋郡志賀町徳田辰之部14番地６先から羽咋郡志賀町徳田子之

部14番地２先まで約2,100メートル

　七尾市中島町小牧九４番３地先から七尾市中島町横見七１番２

先まで約3,100メートル

　七尾市中島町北免田ホ部47番地１先から七尾市中島町土川ロ部

21番地１先まで約2,000メートル

　鳳珠郡穴水町字越の原ろ字74番地２先から鳳珠郡穴水町字越の

原い字26番地２先まで約1,600メートル

の中央分離帯設置箇所を除く。）

終日
約35,330

メートル

　別表第11（最高速度の指定）大聖寺警察署管内の表２の項及び95の項を次のように改める。

２ 国道305号
加賀市三木町168番地先から

加賀市黒瀬町ヲ97番地先まで

約6,300

メートル

毎時40キロ

メートル
終日

車両（原動機付

自転車及びけん

引②③を除く。）

95 削　　　　　　　　　　除

　別表第11（最高速度の指定）小松警察署管内の表117の項及び164の項を次のように改める。

117 削　　　　　　　　　　除

164 削　　　　　　　　　　除
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　別表第11（最高速度の指定）小松警察署管内の表に次のように加える。

288 市道

ゾーン30

⑴小松市福乃宮町一丁目１番地１先

⑵小松市福乃宮町二丁目65番地１先

⑶小松市福乃宮町二丁目133番地先

⑷小松市不動島町乙156番地先

⑸小松市不動島町乙１番地先

⑴から⑸までの場所を結ぶ線により囲

まれた区域内の道路

約5,650

メートル

毎時30キロ

メートル
終日

車両（けん引③

を除く。）

　別表第11（最高速度の指定）白山警察署管内の表９の項及び108の項を次のように改める。

９ 市道米永松本線
白山市宮保町1200番地先から

白山市宮保町2194番地１先まで

約800

メートル

毎時40キロ

メートル
終日

車両（原動機付

自転車及びけん

引②③を除く。）

108
市道宮丸北安田

線

白山市米永町2149番地先から

白山市北安田町1733番地１先まで

約1,600

メートル

毎時40キロ

メートル
終日

車両（原動機付

自転車及びけん

引②③を除く。）

　別表第11（最高速度の指定）七尾警察署管内の表140の項を次のように改める。

140 国道249号
七尾市小丸山台３丁目71番地先から

七尾市藤橋町ア部８番地２先まで

約570

メートル

毎時50キロ

メートル
終日

車両（原動機付

自転車及びけ

ん引①②③を除

く。）

　別表第11（最高速度の指定）輪島警察署管内の表44の項を次のように改める。

44 削　　　　　　　　　　除

　別表第13（車両通行帯）大聖寺警察署管内の表に次のように加える。

７ 国道８号
加賀市松山町イ75番地１先

（小松市方面から松山交差点に至る方向）
２本 約30メートル

　別表第13（車両通行帯）自動車専用道内の表５の項及び６の項を次のように改める。

５
主要地方道金沢

田鶴浜線

羽咋市上中山町コ18番地先から

羽咋郡志賀町上棚と７番２地先まで（下り線）
２本

約3,200

メートル

６
主要地方道金沢

田鶴浜線

羽咋郡志賀町上棚と７番２地先から

羽咋市上中山町コ18番地先まで（上り線）
２本

約3,200

メートル

　別表第18（駐車禁止）大聖寺警察署管内の表71の項を次のように改める。

71 削　　　　　　　　　　除

石川県選挙管理委員会告示第95号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定による政治団体の届出があったので、同法第７条の

２第１項の規定により、その名称等を次のとおり公表する。

　　令和元年８月30日

 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

選 挙 管 理 委 員 会



10 令和元年８月 30日（金曜日） 第 1 3 2 3 5 号石　川　県　公　報

（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

　（政党の支部）

　国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

自由民主党石川県

河 北 郡 第 三 支 部
太 田 臣 宣 俵 口 幸 吉 河北郡内灘町字大学２－８ 令和元年７月29日

石川県選挙管理委員会告示第96号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので、

同法第７条の２第１項の規定により、次のとおり公表する。

　　令和元年８月30日

 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

　（政党の支部以外のその他の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 異動年月日

かせだ善洋後援会 宮下　源一郎 代 表 者 宮 下　 源 一 郎 加 世 多　 善 洋 平成30年10月８日

石川県選挙管理委員会告示97号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定による政治団体の解散の届出があったので、同条第

３項の規定により、次のとおり公表する。

　　令和元年８月30日

 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

　（政党の支部以外のその他の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 解散年月日

か せ だ 善 洋 後 援 会 宮　下　源一郎 平成30年10月８日

谷 本 直 人 後 援 会 津　田　稔　勝 平成30年12月１日

谷 本 正 憲 加 賀 市 後 援 会 大　幸　　　甚 平成30年12月１日

光 風 会 米　光　　　勲 令和元年６月30日

米 光 い さ お 後 援 会 斎　藤　貞　明 令和元年６月30日

中 村 哲 彦 後 援 会 長　谷　洋　三 令和元年７月26日

石川県選挙管理委員会告示第98号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第２号の規定による資金管理団体でなくなった旨の届出が

あったので、同法第19条の２第１項の規定により、その届出をした者の氏名等を次のとおり公表する。

　　令和元年８月30日

 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

　（法第19条第３項第２号による届出）

資金管理団体の届出

を し た 者 の 氏 名
資 金 管 理 団 体 の 名 称

資金管理団体で

なくなった年月日

加世多　善　洋 か せ だ 善 洋 後 援 会 平成30年10月８日

米　光　　　勲 光 風 会 令和元年６月30日


